


 

2. 2021年度（令和 3年度）人事院勧告および 6月期の期末手当引き下げ案について 

（１）6月期の期末手当の引き下げを行わないことを要求します。 

（２）引き下げを行う場合は、代替措置として本学の非常勤職員を含めた教職員の給与水準および待遇 

の改善を要求します。具体的には非正規職員の待遇・労働条件（時間給の引き上げ等）の改善、 

短時間勤務職員や嘱託職員等に対する期末・勤勉手当の支給、長時間労働の是正（超過勤務の上 

限を月 60時間以内とすること）など職員の労働環境を改善すること、正規職員の労働条件（昇 

格等）を改善すること。 

 

以上 


